
 

 

 

 

 

 
 

 
諫早市東小路町 7-1 

 

 

住んでいない・使っていない 

に登録しませんか？ 

 

 
諫 早 市 

 

空き家 
バンク 

空き家を有効活用するため

に、空き家の売却・賃貸を希

望する方から受けた物件の情

報を、空き家を利用したい人に

提供する制度です。物件情報

は市役所やホームページで閲

覧することができます。 

 
諫早市移住定住推進課 ☎ 0957-22-1500 

 
諫早市東小路町 7-1 

☑ 景観の悪化 

☑ 災害による倒壊 

☑ 火災 

とは 

☑ 不審者の侵入 

□空き家を放置していると・・・ 

様々な問題を引き起こす可能性があります。 

 

市内にある空き家のうち、 

すぐに住める空き家や、 

改修すれば住める空き家が

対象です。（空き店舗や倉

庫等も登録可能） 

諫早市内に空き家を所有し、 

空き家の売買や賃貸を 

検討されている方は 

ぜひ空き家バンクへ 

ご登録を！ 

 
 

とは 

 

 

〇理想の家を手に入れた！ 

〇念願の田舎暮らしがスタートできた 

〇人が増えて賑やかになった！ 

〇空き家が解消されて街並みが蘇った 

 〇思い出の詰まった家を誰かに使って欲しい 

〇空き家を手放すことで維持・管理から解放

された 

【問合せ先】 空き家バンクの詳細についてはコチラへ！ 

諫早市空き家バンク 🔍 

空き家所有者 

空き家利用者 地 域 住 民 

 を 

空き家バンク 

※現地確認のうえ、利活用が

可能と判断した物件について

登録します。 
※物件の交渉や契約等については、 

市内の宅建業者が仲介に入ります。 

🏠👪 

🏠 

🏢 

👦 

🏠 👥 🏞 

空き家 

 


